
1-(8) 特例扱いを受ける市の各都道府県に占める割合（政令指定都市を擁する道府県比較）
 

（注1）人口は、住民基本台帳人口（平成15年3月31日現在）による。

（注2) 面積は、統計でみる市区町村のすがた2004による。

（注3) 特例扱いを受ける市については、1-(7)参照。
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